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(57)【要約】
　このドリルでは、切屑排出溝（５）の壁面（６）はド
リル本体１の軸線（Ｏ）に直交する断面で凹曲線状の第
１壁面と直線状の第２壁面（６Ｂ）を備え、第２壁面（
６Ｂ）の直線の延長線は、第２壁面（６Ｂ）の外周端と
軸線（Ｏ）を結ぶ半径線に対してドリル本体（１）の外
周側に向かうに従いドリル回転方向とは反対側に延び、
切刃は、凹曲線状の第１切刃（３Ａ）と、第１切刃（３
Ａ）と鈍角に交差する直線状の第２切刃（３Ｂ）を備え
、マージン部（８）を軸線（Ｏ）に垂直に外周側から見
たときに、マージン部（８）と第２切刃（３Ｂ）の第２
ホーニング面（１１Ｂ）の交差稜線部は凸曲線状に形成
され、第２ホーニング面（１１Ｂ）と第１切刃（３Ａ）
の第１ホーニング面（１１Ａ）の交差稜線部は、マージ
ン部（８）と第２ホーニング面（１１Ｂ）の交差稜線部
よりも曲率半径の大きな凸曲線状または直線状に形成さ
れる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸線回りに回転されるドリル本体の先端部外周に切屑排出溝を備え、この切屑排出溝の
ドリル回転方向を向く壁面と上記ドリル本体の先端逃げ面との交差稜線部に切刃が形成さ
れたドリルであって、
　上記切屑排出溝の間の上記ドリル本体外周のランド部に、該切屑排出溝のドリル回転方
向とは反対側に隣接するマージン部を有し、
　上記切屑排出溝のドリル回転方向を向く壁面は、上記軸線に直交する断面において上記
ドリル本体の内周側に位置して外周側に向かうに従いドリル回転方向とは反対側に凹んで
からドリル回転方向に延びる凹曲線状をなす第１壁面と、上記軸線に直交する断面におい
て上記ドリル本体の外周から内周側に向けて延びて上記第１壁面と鈍角に交差する凸曲線
状または直線状をなす第２壁面とを備え、
　上記軸線に直交する断面において、上記第２壁面がなす凸曲線の外周端における接線、
または該第２壁面がなす直線の上記ドリル本体外周側への延長線は、この第２壁面の外周
端と上記軸線とを結ぶ半径線に対して上記ドリル本体外周側に向かうに従いドリル回転方
向とは反対側に向かうように延びており、
　上記切刃は、上記第１壁面と上記先端逃げ面との交差稜線部に形成される凹曲線状の第
１切刃と、上記第２壁面と上記先端逃げ面との交差稜線部に形成されて上記第１切刃と鈍
角に交差する凸曲線状または直線状の第２切刃とを備え、
　上記第１切刃と上記第２切刃には、ドリル回転方向に向かうに従い上記ドリル本体の後
端側に向かう第１ホーニング面と第２ホーニング面とがそれぞれ設けられていて、
　上記マージン部を上記軸線に垂直な方向で上記ドリル本体の径方向外周側から見たとき
に、上記マージン部と上記第２切刃のホーニング面である上記第２ホーニング面との交差
稜線部は全体が凸曲線状に形成されているとともに、この第２ホーニング面と上記第１切
刃のホーニング面である上記第１ホーニング面との交差稜線部は、上記マージン部と上記
第２ホーニング面との交差稜線部よりも曲率半径の大きな凸曲線状、または直線状に形成
されていることを特徴とするドリル。
【請求項２】
　上記マージン部を上記軸線に垂直な方向で上記ドリル本体の径方向外周側から見たとき
に、上記第１ホーニング面と上記第２ホーニング面との交差稜線部がなす凸曲線の両端を
結ぶ直線、または上記第１ホーニング面と上記第２ホーニング面との交差稜線部がなす直
線が上記軸線に対してなす上記第２ホーニング面の傾き角が１３°～２２°の範囲である
とともに、
　上記軸線に直交する断面において、上記第２壁面がなす凸曲線の外周端における接線ま
たは該第２壁面がなす直線の上記ドリル本体外周側への延長線が上記半径線に対してなす
上記第２壁面の傾斜角が２０°～４０°の範囲であることを特徴とする請求項１に記載の
ドリル。
【請求項３】
　上記ドリル本体の基材は、Ｃｏの含有比率が１０質量％～１２質量％であって、硬度が
９２．０ＨＲＡ～９３．０ＨＲＡのＷＣ－Ｃｏ基超硬合金であることを特徴とする請求項
１または請求項２に記載のドリル。
【請求項４】
上記マージン部と上記第２ホーニング面との交差稜線部がなす上記凸曲線は、上記軸線に
垂直に上記マージン部に対向して上記ドリル本体の外周側から見たときに、該凸曲線の曲
率半径が、上記切刃の外周端が上記軸線回りになす円の直径Ｄ（ｍｍ）に対して、Ｄ×３
～Ｄ×１５（μｍ）であることを特徴とする請求項１から請求項３のうちいずれか一項に
記載のドリル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、軸線回りに回転されるドリル本体の先端部外周に切屑排出溝を備え、この切
屑排出溝のドリル回転方向を向く壁面と上記ドリル本体の先端逃げ面との交差稜線部に切
刃が形成されたドリルに関する。
本願は、２０１７年１２月２６日に、日本に出願された特願２０１７－２４９８２５号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　このようなドリルとして、例えば特許文献１には、先端面に開口する切り屑排出溝と、
該切り屑排出溝のうちドリル回転方向に向かう内壁面と前記先端面に形成された先端逃げ
面との交差部分に形成された切れ刃とを備え、切れ刃は、内周側に形成された凹曲線切れ
刃部と外周側に形成された凸曲線切れ刃部とから構成されるドリルにおいて、軸心に直交
する断面において、先端逃げ面との間で凸曲線切れ刃部を形成する第１凸曲線と先端逃げ
面との間で凹曲線切れ刃部を形成する第１凹曲線とが相互に交差しているものが記載され
ている。
【０００３】
　また、特許文献２には、すくい面にネガランドを備え、ネガランドと逃げ面、逃げ面と
マージン、及びネガランドとマージンが交差した各稜線が長手直角断面において凸曲面と
したドリルであって、逃げ面とネガランドが交差した位置の第１稜線の凸曲面の曲率半径
を１としたとき、逃げ面とマージン部が交差した位置の第２稜線の凸曲面の曲率半径を０
．８～１．５倍、ネガランドとマージンが交差した位置の第４稜線の凸曲面の曲率半径を
１．５～３．０倍にしたドリルが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５７６２５４７号公報
【特許文献２】国際公開第２０１６／０４３０９８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このうち、特許文献１には、軸心に直交する断面において、先端逃げ面との間で凸曲線
切れ刃部を形成する第１凸曲線と先端逃げ面との間で凹曲線切れ刃部を形成する第１凹曲
線とが相互に交差しているので、切れ刃から発生する切屑は、カールし且つ針状突起がな
くその分全長が比較的短い形状となって、その排出が円滑となって排出性が高められるの
で、ドリルの工具寿命が一層向上させられると記載されている。
【０００６】
　しかしながら、この特許文献１に記載されたドリルでは、切れ刃のうち最もドリル本体
の外周側に位置して切削長が長くなる凸曲線切れ刃部の外周端部において、マージンや先
端逃げ面とすくい面との交差稜線部にチッピングが生じ易い。このため、このチッピング
からマージンに摩耗が生じて線状の深い傷がつき、この傷が被削材の加工穴内周面に転写
されて加工面品位を損ねたり、先端逃げ面に摩耗幅の大きな逃げ面摩耗が発生して、場合
によっては凸曲線切れ刃部が欠損しまったりして、これらの摩耗により工具寿命が潰える
おそれがある。
【０００７】
　これに対して、特許文献２に記載されたドリルでは、すくい面にネガランド（ホーニン
グ面）を備えているので、特許文献１に記載されたドリルよりは切刃の外周端部において
大きなチッピングは生じ難い。
【０００８】
　ところが、この特許文献２に記載されたドリルでは、ネガランドの軸直角視における幅
が０．０３ｍｍ～０．１５ｍｍとされて、依然として平面状のホーニング面が残されてい
る。しかも、このようなネガランドの幅に対して、このネガランドと逃げ面が交差した位
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置の第１稜線の凸曲面の曲率半径が０．０１５ｍｍ～０．０３５ｍｍと小さくされている
ので、この第１稜線の凸曲面に微小なチッピングを生じてしまい、この微小なチッピング
からやはり大きな逃げ面摩耗が発生するおそれがある。これは、この特許文献２に記載さ
れたドリルにおいて、すくい面とマージンとの稜線やネガランドとすくい面との稜線に丸
め加工を施した場合でも同様である。一方、切刃全体のネガランドに丸め加工を施したの
では、切刃のドリル本体内周側で切削抵抗が高くなり、折損を生じるおそれがある。
【０００９】
　本発明は、このような背景の下になされたもので、切削抵抗の増大を招くことなく、特
に切刃の外周端部におけるチッピングによる逃げ面やマージンの摩耗を抑制することが可
能なドリルを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のドリルは、軸線回りに回転されるドリル本体の先端部外周に切屑排出溝を備え
、この切屑排出溝のドリル回転方向を向く壁面と上記ドリル本体の先端逃げ面との交差稜
線部に切刃が形成されたドリルであって、上記切屑排出溝の間の上記ドリル本体外周のラ
ンド部に、該切屑排出溝のドリル回転方向とは反対側に隣接するマージン部を有している
。上記切屑排出溝のドリル回転方向を向く壁面は、上記軸線に直交する断面において上記
ドリル本体の内周側に位置して外周側に向かうに従いドリル回転方向とは反対側に凹んで
からドリル回転方向に延びる凹曲線状をなす第１壁面と、上記軸線に直交する断面におい
て上記ドリル本体の外周から内周側に向けて延びて上記第１壁面と鈍角に交差する凸曲線
状または直線状をなす第２壁面とを備え、上記軸線に直交する断面において、上記第２壁
面がなす凸曲線の外周端における接線、または該第２壁面がなす直線の上記ドリル本体外
周側への延長線は、この第２壁面の外周端と上記軸線とを結ぶ半径線に対して上記ドリル
本体外周側に向かうに従いドリル回転方向とは反対側に向かうように延びている。上記切
刃は、上記第１壁面と上記先端逃げ面との交差稜線部に形成される凹曲線状の第１切刃と
、上記第２壁面と上記先端逃げ面との交差稜線部に形成されて上記第１切刃と鈍角に交差
する凸曲線状または直線状の第２切刃とを備え、上記第１切刃と上記第２切刃には、ドリ
ル回転方向に向かうに従い上記ドリル本体の後端側に向かう第１ホーニング面と第２ホー
ニング面とがそれぞれ設けられていて、上記マージン部を上記軸線に垂直な方向で上記ド
リル本体の径方向外周側から見たときに、上記マージン部と上記第２切刃のホーニング面
である上記第２ホーニング面との交差稜線部は全体が凸曲線状に形成されているとともに
、この第２ホーニング面と上記第１切刃のホーニング面である上記第１ホーニング面との
交差稜線部は、上記マージン部と上記第２ホーニング面との交差稜線部よりも曲率半径の
大きな凸曲線状、または直線状に形成されている。
【００１１】
　このように構成されたドリルにおいて、まず切屑排出溝のドリル回転方向を向く壁面の
うちドリル本体の外周から内周側に向けて延びて上記第１壁面と鈍角に交差する断面凸曲
線状または直線状の第２壁面は、上記軸線に直交する断面において、この第２壁面がなす
凸曲線の外周端における接線、または第２壁面がなす直線のドリル本体外周側への延長線
が、この第２壁面の外周端と上記軸線とを結ぶ半径線に対してドリル本体外周側に向かう
に従いドリル回転方向とは反対側に向かうように延びているので、第２壁面とマージン部
との交差角を鈍角に設定することができる。
【００１２】
　このため、ドリル本体外周側のすくい面である第２壁面とマージン部との交差稜線部の
強度を確保して、マージン摩耗が促進されるのを抑制することができる。また、凹曲面状
の第１壁面は第２壁面と鈍角に交差しているので、第１壁面が切屑のブレーカとして機能
して切屑を小さくカールさせることができ、切屑が第２壁面からマージン部に向けて流れ
出るのを防いでマージン摩耗をさらに抑制することができる。
【００１３】
　さらに、第１切刃と第２切刃には、ドリル回転方向に向かうに従いドリル本体の後端側
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に向かう第１ホーニング面と第２ホーニング面とがそれぞれ設けられていて、このうちマ
ージン部を上記軸線に垂直な方向で上記ドリル本体の径方向外周側から見たときに、マー
ジン部と第２ホーニング面との交差稜線部は全体が凸曲線状に形成されている。従って、
切刃のドリル本体外周端部では第２切刃の強度も確保することができ、第２ホーニング面
や、その先端逃げ面あるいはマージン部との交差稜線部に微小なチッピングが生じて拡大
するのを防いで、このような微小なチッピングによる逃げ面摩耗やマージン摩耗も抑制す
ることが可能となる。
【００１４】
　一方、この第２ホーニング面と第１切刃のホーニング面である第１ホーニング面との交
差稜線部は、マージン部と第２ホーニング面との交差稜線部よりも曲率半径の大きな凸曲
線状、または直線状に形成されているので、第２切刃のドリル本体内周側および第１切刃
では鋭い切れ味を維持することができる。従って、切刃の全体としては切削抵抗が増大す
るのを防ぐことができ、ドリル本体に折損が生じるような事態を防止することが可能とな
る。
【００１５】
　ここで、マージン部を上記軸線に垂直な方向でドリル本体の径方向外周側から見たとき
に、上記第１ホーニング面と上記第２ホーニング面との交差稜線部が凸曲線の場合はこの
凸曲線の両端を結ぶ直線、また上記第１ホーニング面と上記第２ホーニング面との交差稜
線部が直線の場合はこの直線が上記軸線に対してなす第２ホーニング面の傾き角は１３°
～２２°の範囲であるとともに、上記軸線に直交する断面において、上記第２壁面が凸曲
線の場合はこの凸曲線の外周端における接線、また第２壁面が直線の場合はこの直線のド
リル本体外周側への延長線が上記半径線に対してなす第２壁面の傾斜角は２０°～４０°
の範囲であることが望ましい。
【００１６】
　上記第２ホーニング面の傾き角が１３°よりも小さいと、第２切刃に微小なチッピング
が生じ易くなり、逃げ面摩耗が大きくなるおそれがある。一方、この第２ホーニング面の
傾き角が２２°よりも大きいと、第２切刃における切削抵抗が増大するとともに、第２ホ
ーニング面への切削負荷が大きくなり、コーティング皮膜を被覆している場合にはこのコ
ーティング皮膜が割れ易くなるため、逃げ面摩耗やマージン摩耗が一気に促進されてしま
うおそれがある。
【００１７】
　また、上記第２壁面の傾斜角が２０°よりも小さいと、上記軸線に直交する断面におけ
る第１壁面と第２壁面との交差角が小さくなって第１壁面の切屑ブレーカとしての機能が
損なわれ、切屑が第２壁面からマージンに向けて流れ出て第２壁面とマージン部との交差
稜線部に接触することにより、この交差稜線部における第２壁面のすくい面摩耗が大きく
なるのに伴い、マージン摩耗も促進されるおそれがある。一方、この第２壁面の傾斜角が
４０°よりも大きいと、この第２壁面と先端逃げ面の交差稜線部に形成される第２切刃の
切れ味が損なわれ、逃げ面摩耗が増大するとともに、これに伴ってドリル本体先端部のマ
ージン摩耗も増大するおそれがある。
【００１８】
　なお、ドリル本体の基材は、Ｃｏの含有比率が１０質量％～１２質量％であって、硬度
が９２．０ＨＲＡ～９３．０ＨＲＡのＷＣ－Ｃｏ基超硬合金であることが望ましい。ドリ
ル本体の基材をこのような硬度とすることで、靱性と耐摩耗性とが高いレベルでバランス
したドリルを得ることができる。ただし、基材の硬度がこのような範囲であっても、Ｃｏ
の含有比率が１０質量％よりも少ないと靱性低下して折損のおそれが高くなり、逆にＣｏ
の含有比率が１２質量％よりも多いと、基材の硬度が低下して耐摩耗性が低下するおそれ
がある。
【００１９】
なお、上記マージン部と上記第２ホーニング面との交差稜線部がなす上記凸曲線は、上記
軸線に垂直に上記マージン部に対向して上記ドリル本体の外周側から見たときに、該凸曲
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線の曲率半径が、上記切刃の外周端が上記軸線回りになす円の直径Ｄ（ｍｍ）に対して、
Ｄ×３～Ｄ×１５（μｍ）であることが望ましい。このマージン部と第２ホーニング面と
の交差稜線部がなす凸曲線の曲率半径がＤ×３（μｍ）を下回ると、上記交差稜線部が小
さくなりすぎて第２切刃やマージン部に欠損が生じるおそれがある。一方、Ｄ×１５（μ
ｍ）を上回ると上記交差稜線部が直線に近くなり、この交差稜線部と先端逃げ面との交点
や第２壁面との交点に欠損が生じ易くなる。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明によれば、切刃全体としては鋭い切れ味を維持して切削抵
抗の増大によるドリル本体の折損等を防ぎつつ、ドリル本体外周側の切刃である第２切刃
の外周端部では切刃強度を確保して第２ホーニング面に微小なチッピングが発生するのを
防ぐことができる。このため、このような微小なチッピングから先端逃げ面やマージン部
に大きな逃げ面摩耗やマージン摩耗が発生するのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態を示す軸線方向先端側からの正面図である。
【図２】図１に示す実施形態の側面図である。
【図３】図２におけるＺＺ断面図である。
【図４】図３におけるＡ部分の拡大断面図である。
【図５】図１に示す実施形態のマージン部を軸線に垂直な方向でドリル本体の径方向外周
側から見たときの拡大側面図である。
【図６】逃げ面摩耗において、切刃等に欠損が生じた状態を示す図である。
【図７Ａ】マージン摩耗において、正常摩耗を示す図である。
【図７Ｂ】マージン摩耗において、線状の浅い傷がある場合を示す図である。
【図７Ｃ】マージン摩耗において、線状の深い傷が１つある場合を示す図である。
【図７Ｄ】マージン摩耗において、線状の深い傷が２つある場合を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１～図５は、本発明の一実施形態を示すものである。本実施形態において、ドリル本
体１は、超硬合金等の硬質材料により軸線Ｏを中心とした概略円柱状に形成され、図示さ
れない後端部は円柱状のままのシャンク部とされるとともに、先端部は切刃部２とされる
。このようなドリルは、上記シャンク部が工作機械の主軸に把持されて軸線Ｏ回りにドリ
ル回転方向Ｔに回転されつつ軸線Ｏ方向先端側（図２における上側）に送り出され、切刃
部２の先端に形成された切刃３によって被削材に穴明け加工を行う。
【００２３】
　切刃部２の外周部には、ドリル本体１の先端面である先端逃げ面４に開口してドリル本
体１の後端側に向かうに従いドリル回転方向Ｔとは反対側に捩れる２つの切屑排出溝５が
軸線Ｏに関して回転対称に形成されている。これらの切屑排出溝５のドリル回転方向Ｔを
向く壁面６とドリル本体１の先端逃げ面４との交差稜線部に上記切刃３が形成される。先
端逃げ面４は、ドリル本体１の外周側に向かうに従い後端側に向かうように形成されて、
切刃３に所定の先端角が与えられるとともに、ドリル回転方向Ｔとは反対側に向かうに従
ってもドリル本体１の後端側に向かうように形成されて、切刃３に所定の逃げ角が与えら
れる。
【００２４】
　また、切屑排出溝５の間のドリル本体１外周のランド部７には、切屑排出溝５のドリル
回転方向Ｔとは反対側に隣接して切刃３の外周端が軸線Ｏ回りになす円と等しい直径の円
筒面上に位置するするマージン部（第１マージン部）８が形成されている。なお、本実施
形態では、ランド部７において切屑排出溝５のドリル回転方向Ｔに隣接する位置にもマー
ジン部（第２マージン部）９が形成されており、ダブルマージンタイプのドリルとされて
いる。ここで、これらのマージン部８、９には、ドリル本体１の後端側に向かうに従い上
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記直径が漸次小さくなるようにバックテーパが与えられていてもよい。
【００２５】
　なお、本実施形態では、上記先端逃げ面４が、ドリル回転方向Ｔとは反対側に向かうに
従い上記逃げ角が段階的に大きくなる２段の第１先端逃げ面４Ａと第２先端逃げ面４Ｂと
を備えている。また、ドリル本体１内には、上記シャンク部の後端から先端側に向けてク
ーラント孔１０が２つの切屑排出溝５の間のランド部７を通るように延びている。これら
のクーラント孔１０は先端逃げ面４においてドリル回転方向Ｔとは反対側に位置する上記
第２先端逃げ面４Ｂに開口し、穴明け加工時に切刃３や被削材の切削部位にクーラントを
供給する。
【００２６】
　さらに、切屑排出溝５のドリル回転方向Ｔを向く上記壁面６は、上記軸線Ｏに直交する
断面においてドリル本体１の内周側に位置して外周側に向かうに従いドリル回転方向Ｔと
は反対側に凹んでからドリル回転方向Ｔに延びる凹曲線状をなす第１壁面６Ａと、同じく
上記軸線Ｏに直交する断面においてドリル本体１の外周から内周側に向けて延びて第１壁
面６Ａと鈍角に交差する凸曲線状または直線状をなす第２壁面６Ｂとを備えている。本実
施形態では、この第２壁面６Ｂは、軸線Ｏに直交する断面において直線状をなしている。
また、上記壁面６は、ドリル本体１の内周側において第１壁面６Ａに鈍角に交差して、先
端逃げ面４における軸線Ｏの近傍に延びるシンニング面６Ｃをさらに備えている。
【００２７】
　ここで、図４に示すように、上記軸線Ｏに直交する断面において、第２壁面６Ｂがなす
直線のドリル本体１外周側への延長線Ｌ１は、この第２壁面６Ｂの外周端と軸線Ｏとを結
ぶ半径線Ｌ２に対してドリル本体１外周側に向かうに従いドリル回転方向Ｔとは反対側に
向かうように延びている。本実施形態では、この延長線Ｌ１が半径線Ｌ２に対してなす第
２壁面６Ｂの傾斜角θは、２０°～４０°の範囲とされている。なお、上記軸線Ｏに直交
する断面において第２壁面６Ｂが凸曲線状をなしている場合には、この第２壁面６Ｂがな
す凸曲線の外周端における接線が上記半径線Ｌ２に対してドリル本体１外周側に向かうに
従いドリル回転方向Ｔとは反対側に向かうように延び、第２壁面６Ｂの傾斜角θは、この
接線が上記半径線Ｌ２に対してなす傾斜角とされる。
【００２８】
　このような第１壁面６Ａおよび第２壁面６Ｂが切屑排出溝５のドリル回転方向Ｔを向く
壁面６に形成されることにより、上記切刃３には、第１壁面６Ａと先端逃げ面４との交差
稜線部に軸線Ｏ方向先端側からみて凹曲線状をなす第１切刃３Ａと、第２壁面６Ｂと先端
逃げ面４との交差稜線部に同じく軸線Ｏ方向先端側からみて第１切刃３Ａと鈍角に交差す
る凸曲線状または直線状の第２切刃３Ｂとが形成される。本実施形態では、第２切刃３Ｂ
は直線状となる。また、本実施形態の切刃３には、上記シンニング面６Ｃと先端逃げ面４
との交差稜線部に、第１切刃３Ａに鈍角に交差する方向に延びて軸線Ｏ近傍に達するシン
ニング刃３Ｃも形成される。
【００２９】
　さらに、切刃３の上記第１切刃３Ａと第２切刃３Ｂには、ホーニング処理が施されるこ
とにより、ドリル回転方向Ｔに向かうに従いドリル本体１の後端側に向かう第１ホーニン
グ面１１Ａと第２ホーニング面１１Ｂとがそれぞれ形成されている。また、シンニング刃
３Ｃにも同様に、ドリル回転方向Ｔに向かうに従いドリル本体１の後端側に向かうシンニ
ングホーニング面１１Ｃが形成されている。
【００３０】
　このうち、第１切刃３Ａのホーニング面である第１ホーニング面１１Ａとシンニング刃
３Ｃのホーニング面であるシンニングホーニング面１１Ｃは、軸線Ｏに平行で第１切刃３
Ａとシンニング刃３Ｃの各位置に交差する断面において直線状をなすチャンファーホーニ
ングとされている。これに対して、第２切刃３Ｂのホーニング面である第２ホーニング面
１１Ｂは、図５に示すようにマージン部（第１マージン部）８との交差稜線部が凸曲線状
に形成されるとともに、第１ホーニング面１１Ａとの交差稜線部が、マージン部８と第２
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ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部よりも曲率半径の大きな凸曲線状、または直線状に形
成されている。本実施形態では、この第１ホーニング面１１Ａと第２ホーニング面１１Ｂ
との交差稜線部は直線状とされている。
【００３１】
　ここで、本実施形態では、上記マージン部８を軸線Ｏに垂直な方向でドリル本体１の径
方向外周側から見たとき、詳しくは図５に示すように軸線Ｏに垂直で第１ホーニング面１
１Ａと第２ホーニング面１１Ｂと第２壁面６Ｂとの交点を通る半径線方向から見たときに
、第１ホーニング面１１Ａと第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部がなす直線Ｌ３が軸
線Ｏに対してなす第２ホーニング面１１Ｂの傾き角αは１３°～２２°の範囲とされてい
る。なお、第１ホーニング面１１Ａと第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部が凸曲線状
の場合は、この凸曲線の両端を結ぶ直線を上記直線Ｌ３として第２ホーニング面１１Ｂの
傾き角αを求めればよい。
【００３２】
　また、ドリル本体１の基材を形成する硬質材料は、本実施形態ではＣｏの含有比率が１
０質量％～１２質量％であって、硬度が９２．０ＨＲＡ～９３．０ＨＲＡのＷＣ－Ｃｏ基
超硬合金とされている。さらに、このような基材によって形成されたドリル本体１の切屑
排出溝５の内面を含む切刃部２の表面には、ＡｌとＣｒを主体とする窒化物、ＡｌとＴｉ
を主体とする窒化物、あるいはＴｉとＳｉを主体とする窒化物等の硬質なコーティング皮
膜が被覆されている。
【００３３】
　このような構成のドリルにおいては、まず切屑排出溝５のドリル回転方向Ｔを向く壁面
６のうち、ドリル本体１の外周から内周側に向けて延びて第１壁面６Ａと鈍角に交差する
断面凸曲線状または直線状の第２壁面６Ｂは、軸線Ｏに直交する断面において、この第２
壁面６Ｂがなす凸曲線の外周端における接線、または第２壁面６Ｂがなす直線のドリル本
体外周側への延長線Ｌ１が、この第２壁面６Ｂの外周端と軸線Ｏとを結ぶ半径線Ｌ２に対
してドリル本体１の外周側に向かうに従いドリル回転方向Ｔとは反対側に向かうように延
びている。このため、第２壁面６Ｂとマージン部（第１マージン部）８との交差角を鈍角
に設定することができる。
【００３４】
　このため、ドリル本体１の外周側のすくい面である第２壁面６Ｂとマージン部８との交
差稜線部の強度を確保することができ、マージン摩耗を抑制することができる。また、断
面凹曲線状の第１壁面６Ａは断面凸曲線状または直線状の第２壁面６Ｂと鈍角に交差して
いるので、第１壁面６Ａが切屑ブレーカとして機能して切屑を小さくカールさせることが
でき、切屑が第２壁面６Ｂからマージン部８に向けて流れ出るのを防いでマージン摩耗を
さらに抑制することができる。
【００３５】
　また、第１切刃３Ａと第２切刃３Ｂには、ドリル回転方向Ｔに向かうに従いドリル本体
１の後端側に向かう第１ホーニング面１１Ａと第２ホーニング面１１Ｂとがそれぞれ設け
られており、このうちマージン部８を軸線Ｏに垂直な方向でドリル本体１の径方向外周側
から見たときに、マージン部８と第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部は全体が凸曲線
状に形成されている。従って、切刃３のドリル本体１外周端部では第２切刃３Ｂの強度も
確保することができ、第２ホーニング面１１Ｂや、その先端逃げ面４（第１先端逃げ面４
Ａ）あるいはマージン部８との交差稜線部に微小なチッピングが生じて拡大するのを防ぐ
ことができる。このため、このような微小なチッピングによる逃げ面摩耗やマージン摩耗
も抑制することが可能となる。
【００３６】
　その一方で、この第２ホーニング面１１Ｂと第１切刃３Ａのホーニング面である第１ホ
ーニング面１１Ａとの交差稜線部は、マージン部８と第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜
線部よりも曲率半径の大きな凸曲線状、または直線状に形成されているので、第２切刃３
Ｂのドリル本体１内周側および第１切刃３Ａでは鋭い切れ味を維持することができる。こ
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のため、切刃３全体として切削抵抗が増大するのを防ぐことができ、過大な切削抵抗によ
ってドリル本体１が折損するような事態を防止することが可能となる。
【００３７】
　また、本実施形態では、マージン部８を軸線Ｏに垂直な方向でドリル本体１の径方向外
周側から見たときに、第１ホーニング面１１Ａと第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部
がなす直線が軸線Ｏに対してなす第２ホーニング面１１Ｂの傾き角αが１３°～２２°の
範囲とされるとともに、軸線Ｏに直交する断面において、第２壁面６Ｂがなす直線のドリ
ル本体１外周側への延長線Ｌ１が第２壁面６Ｂの外周端と軸線Ｏとを結ぶ半径線Ｌ２に対
してなす第２壁面６Ｂの傾斜角θが２０°～４０°の範囲とされており、逃げ面摩耗が促
進されるのを効果的に防ぎつつ、切削抵抗の増大もより確実に防ぐことができる。
【００３８】
　すなわち、上記第２ホーニング面１１Ｂの傾き角αが１３°よりも小さいと、第２切刃
３Ｂに微小なチッピングが生じ易くなって逃げ面摩耗が増大するおそれがある。逆に、こ
の第２ホーニング面１１Ｂの傾き角αが２２°よりも大きいと、第２切刃３Ｂにおける切
削抵抗が増大するとともに、第２ホーニング面１１Ｂへの切削負荷が大きくなり、本実施
形態のようにコーティング皮膜を被覆している場合には、このコーティング皮膜が割れ易
くなって逃げ面摩耗やマージン摩耗が一気に促進されてしまうおそれがある。なお、この
傾き角αは、１５°～２０°の範囲がより望ましい。
【００３９】
　また、第２壁面６Ｂの傾斜角θが２０°よりも小さいと、軸線Ｏに直交する断面におけ
る第１壁面６Ａと第２壁面６Ｂとの交差角が小さくなって第１壁面６Ａによる上述した切
屑ブレーカとしての機能が損なわれてしまい、切屑が第２壁面６Ｂからマージン部８に向
けて流れ出て第２壁面６Ｂとマージン部８との交差稜線部に接触して、この交差稜線部に
おける第２壁面６Ｂのすくい面摩耗が大きくなることにより、マージン摩耗も促進される
おそれがある。一方、この第２壁面６Ｂの傾斜角θが４０°よりも大きいと、第２壁面６
Ｂと先端逃げ面４との交差稜線部に形成される第２切刃３Ｂの切れ味が損なわれ、逃げ面
摩耗が増大するとともに、これに伴いドリル本体１先端部のマージン摩耗も増大するおそ
れがある。なお、この傾斜角θは、３０°～４０°の範囲がより望ましい。
【００４０】
　また、本実施形態では、ドリル本体１の基材が、Ｃｏの含有比率が１０質量％～１２質
量％であって、硬度が９２．０ＨＲＡ～９３．０ＨＲＡのＷＣ－Ｃｏ基超硬合金とされて
おり、靱性と耐摩耗性とが高いレベルでバランスしたドリルを得ることができる。すなわ
ち、ドリル本体１の基材の硬度が９２．０ＨＲＡを下回ると耐摩耗性が損なわれるおそれ
がある一方、９３．０ＨＲＡを上回ると靱性が損なわれて折損を生じ易くなるおそれがあ
る。また、Ｃｏの含有比率が１０質量％よりも少ないと靱性低下して折損のおそれが高く
なり、逆にＣｏの含有比率が１２質量％よりも多いと、基材の硬度が低下して耐摩耗性が
低下するおそれがある。
【００４１】
　さらに、マージン部８と第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部がなす凸曲線は、軸線
Ｏに垂直にマージン部８に対向してドリル本体１の外周側から見たときに、その曲率半径
が切刃３の直径Ｄ（ｍｍ）、すなわち切刃３の外周端が軸線Ｏ回りになす円の直径に対し
て、Ｄ×３～Ｄ×１５（ただし、単位はμｍ）であることが望ましい。このマージン部８
と第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部がなす凸曲線の曲率半径がＤ×３（μｍ）を下
回ると、上記交差稜線部が小さくなりすぎて第２切刃３Ｂやマージン部８に欠損が生じる
おそれがある。一方、Ｄ×１５（μｍ）を上回ると上記交差稜線部が直線に近くなり、こ
の交差稜線部と先端逃げ面４との交点や第２壁面６Ｂとの交点に欠損が生じ易くなる。
【実施例】
【００４２】
　次に、本発明の実施例を挙げて、本発明の特に第２ホーニング面１１Ｂの上記傾き角α
と、第２壁面６Ｂの上記傾斜角θの数値限定についての効果について実証する。本実施例
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では、上述した実施形態に基づき、切刃３の直径Ｄが６ｍｍ、切刃部２の長さが３０ｍｍ
で、第２ホーニング面１１Ｂの傾き角αを１３°～２２°の範囲、第２壁面６Ｂの傾斜角
θを２０°～４０°の範囲、マージン部８と第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部がな
す凸曲線を、軸線Ｏに垂直にマージン部８に対向してドリル本体１の外周側から見たとき
の曲率半径Ｒが切刃３の直径Ｄ（６ｍｍ）に対して、Ｄ×３～Ｄ×１５（１８μｍ～９０
μｍ）で変化させた１２種のドリルを製造した。そして、これらのドリルにより、Ｓ５０
Ｃの被削材に回転数４２４６ｍｉｎ－１、回転速度８０ｍ／ｍｉｎ、送り速度７６４ｍｍ
／ｍｉｎ、１回転当たりの送り０．１８ｍｍ／ｒｅｖで深さ３０ｍｍの止まり孔を４５０
穴、水溶性クーラントを２．２ＭＰａで供給しつつ穴明け加工して、逃げ面摩耗とマージ
ン摩耗を評価した。これらの結果を実施例１～１２として、上記傾き角αおよび傾斜角θ
と、マージン部８と第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部がなす凸曲線の曲率半径Ｒお
よびドリル本体１の基材の種別とともに表１に示す。
【００４３】
　また、これら実施例１～１２に対する比較例として、第２ホーニング面１１Ｂの傾き角
αと、第２壁面６Ｂの傾斜角θと、マージン部８と第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線
部がなす凸曲線の曲率半径Ｒとのうちいずれか少なくとも１つが上記実施形態の範囲でな
い実施例１～１２と同形状、同寸法のドリルを１１種製造し、実施例と同じ条件で穴明け
加工を行って、逃げ面摩耗とマージン摩耗を評価した。これらの結果を比較例１～１１と
して表２に示す。
【００４４】
　なお、ドリル本体１の基材ＡはＣｏの含有比率が１１質量％、硬度が９１．５ＨＲＡの
ＷＣ－Ｃｏ基超硬合金であり、基材ＢはＣｏの含有比率が１１質量％、硬度が９２．５Ｈ
ＲＡのＷＣ－Ｃｏ基超硬合金である。また、このような基材Ａ、Ｂよりなるドリル本体１
の切刃部２の表面には、ＡｌＣｒＳｉＮとＡｌＴｉＮとをそれぞれ１０ｎｍ以下の膜厚で
交互積層した積層皮膜の上に高硬度なＴｉＳｉＮを設けた皮膜構造のコーティング皮膜を
被覆してある。
【００４５】
　ここで、逃げ面摩耗の評価は、摩耗幅が１００μｍ未満のものを二重丸印、１００μｍ
以上１１０μｍ以下のものを丸印、摩耗幅が１１０μｍを超えたものを三角印とし、図６
に示すように切刃３等に欠損が生じたものはバツ印とした。また、マージン摩耗について
は、図７Ａに示すように正常摩耗であった場合を二重丸印とし、図７Ｂに示すように線状
の浅い傷があった場合は丸印とし、図７Ｃに示すように線状の深い傷が１つあった場合は
三角印とし、図７Ｄに示すように線状の深い傷が２つあった場合をバツ印とした。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
【表２】

【００４８】
　この表１の結果より、第２ホーニング面１１Ｂの傾き角αと第２壁面６Ｂの傾斜角θと
のうち少なくとも一方が上記実施形態の範囲外であった比較例１～１１では、特にマージ
ン摩耗が顕著となる傾向にあり、マージン部８につけられた傷が被削材の加工穴に転写さ
れて加工面品位を損なう結果となった。これに対して、上記実施形態に基づく実施例１～
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１２では、逃げ面摩耗はすべて１００μｍ未満の正常摩耗であり、またマージン摩耗も実
施例１、３、５～１０でマージン部８に浅い傷がつく程度で、被削材の加工穴の加工面品
位が損なわれるようなことはなかった。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
本発明によれば、切刃全体としては鋭い切れ味を維持して切削抵抗の増大によるドリル本
体の折損等を防ぎつつ、ドリル本体外周側の切刃である第２切刃の外周端部では切刃強度
を確保して第２ホーニング面に微小なチッピングが発生するのを防ぐことができる。この
ため、このような微小なチッピングから先端逃げ面やマージン部に大きな逃げ面摩耗やマ
ージン摩耗が発生するのを抑制することができる。
【符号の説明】
【００５０】
　１　ドリル本体
　２　切刃部
　３　切刃
　３Ａ　第１切刃
　３Ｂ　第２切刃
　４　先端逃げ面
　５　切屑排出溝
　６　切屑排出溝５のドリル回転方向Ｔを向く壁面
　６Ａ　第１壁面
　６Ｂ　第２壁面
　７　ランド部
　８　マージン部（第１マージン部）
　１１Ａ　第１ホーニング面
　１１Ｂ　第２ホーニング面
　Ｏ　ドリル本体１の軸線
　Ｔ　ドリル回転方向
　Ｌ１　軸線Ｏに直交する断面において第２壁面６Ｂがなす直線のドリル本体１外周側へ
の延長線
　Ｌ２　第２壁面６Ｂの外周端と軸線Ｏとを結ぶ半径線
　Ｌ３　マージン部８を軸線Ｏに垂直な方向でドリル本体１の径方向外周側から見たとき
に、第１ホーニング面１１Ａと第２ホーニング面１１Ｂとの交差稜線部がなす直線
　α　第２ホーニング面の傾き角
　θ　第２壁面の傾斜角
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図７Ｄ】



(15) JP WO2019/131177 A1 2019.7.4

10

20

30

40

【国際調査報告】



(16) JP WO2019/131177 A1 2019.7.4

10

20

30

40



(17) JP WO2019/131177 A1 2019.7.4

10

20

30

40



(18) JP WO2019/131177 A1 2019.7.4

10

20

30

40



(19) JP WO2019/131177 A1 2019.7.4

10

フロントページの続き

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

(72)発明者  原　勇介
            滋賀県野洲市三上３５－２　三菱日立ツール株式会社　野洲工場内
Ｆターム(参考) 3C037 BB00  BB04  FF06 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

